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研究成果の概要（和文）：児童養護施設の処遇改善を目指して、(1)入所児童にインタヴュー調

査を実施し、「子どもの権利」理解と生活意識の特徴について明らかにし、(2)児童養護施設の

日常的な生活場面を題材とした「子どもの権利絵本」を作成し、(3)児童および施設職員の協力

を得て、絵本の読み聞かせを行い、その効果を確かめた。その結果、作成した絵本の読み聞か

せは、子どもの権利に関して、字句上の理解にとどまらず、職員と子どもとの相互理解を生み

出すことが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to make educational tools and assessment 
method for understanding `the right of the child’ in children’s home. First, interview 
research was conducted, clarifying the characteristics of foster care children's 
understanding of their rights and treatment in children’s home. Second, two types of 
picture book getting materials from everyday life was made, and their effectiveness on 
mutual understanding of children’s rights was examined by reading the books to children. 
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１．研究開始当初の背景 
 児童養護施設において被虐待児が急増し
た中、入所児童に安全・安心な場を提供する
ことは喫緊の課題であった。近年各県それぞ
れで「子どもの権利ノート」が作成され、入
所時に子どもにそれを配布し、「子どもの権
利」について説明するという取組が始まって
いた。この取組の結果、児童相談所や施設の

職員に、「子どもの権利」理解が普及したが、
子ども自身に対してどのような効果があっ
たか不明な状況であった。そのため、「子ど
もの権利」理解に関する調査が必要であった。
さらに、「子どもの権利ノート」という子ど
もの権利条約の解説的な文書にとどまらず、
児童養護施設児の生活と発達の実態を踏ま
えた新しい教材・指導法・評価法の開発が望



まれていた。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究は、児童養護施設児の生活と発達に
応じた「子どもの権利」教育用教材・指導評
価法の開発をめざして、以下のことを目的と
して行われた。 
 
(1)鳥取県の児童養護施設を対象にして、「子
どもの権利ノート」の活用の実態について明
らかにすること 
 
(2)児童養護施設入所児について、「子どもの
権利ノート」の理解および権利意識の特徴に
ついて明らかにすること。その際、子どもの
発達に応じた特徴を明らかにすること。 
 
(3)児童養護施設児の生活と発達の実態を踏
まえながら、子どもの権利の理解を促す教材
を開発し、指導法や評価法を含めて、その効
果について確かめること 
 
 
３．研究の方法 
 児童養護施設と大学とで協同研究体制を
組み、毎月定例の検討会を持ちながら、研究
を計画・実施した。児童養護施設の全面的な
協力の下、以下の方法で研究を遂行した。 
 
(1)鳥取県児童養護施設入所児童（小学生から
高校生）に対する個別インタヴュー調査。な
お、インタヴューは大学と施設職員とが協同
であたった。 
 
(2)児童養護施設の特徴と権利主張の必要な
状況を明らかにし，それを踏まえた教材とし
て「絵本」および「クレイアニメ」の開発し、
それらを試験的に実施し，効果を確認。 
 
(3)絵本および児童養護施設の生活に関する
アンケート調査を中国地区児童養護施設職
員に対して実施。 
 
(4)改良を重ねた絵本教材を用いて子どもに
読み聞かせ等を実施し、その効果について子
どもから聞き取りを実施。その結果をデータ
つぃて示しつつ、児童養護施設職員に対して
意見聴取。 
 
 
４．研究成果 
 研究を通じて、以下のことが明らかになっ
た。 
 
(1)鳥取県内児童養護施設では、職員によると
入所時に子ども全員に「子どもの権利ノー

ト」が配布されていたが、入所児童に面接調
査したところ現在自身で所持している子ど
もの割合は 4 割であった。また、ノートで使
用されている用語（施設、児童相談所等）や
文面（秘密の保持、思想・信条の自由、懲戒
権の乱用の禁止等）の理解について調べたと
ころ、何れについても正しく理解している者
は少数であった。「施設」という用語がいま
生活している場所であることを示すことが
できた者は、小学生で 15％、中高生で 67％
であった。「子どもの権利ノート」で困った
とき連絡するように書かれている「児童相談
所」について，場所を知っている者は小学生
で 36％，中高生で 51％であった。 
 
(2)児童の生活の実態を踏まえて、食事場面に
おける意見表明に関わる事項を題材とする
クレイアニメおよび絵本を施設職員と協同
制作した。このために、施設職員には子ども
にとって意見表明等の権利主張が必要な具
体的場面を繰り返し想起してもらった。これ
をもとに試作を繰り返して、クレイアニメと
絵本を制作した。それぞれの作品を子どもに
実験的に示し、それぞれの特徴を検討した結
果、当面は１対１で読み聞かせる絵本の完成
を課題とした。 
 
(3)中国地区の児童養護施設職員にアンケー
ト調査を実施し、「絵本の読み聞かせをした
とすると、その後子どもとどんなことを話し
てみたいか」尋ねたところ、過半数から当て
はまるとの回答を得た項目は、「食べ物を大
切にすること」76％、「嘘などつかずに正直
であること」63％、「説明すれば分かっても
らえること」56％であった。 
 また、絵本と同様な実際場面（子どもが苦
手な食べ物を前にしたとき）でどうするか尋
ねたところ、過半数の職員が当てはまるとし
た項目は、「子どもに訳を聞く」（84.5％）と
「多少嫌いな食べ物でも食べられるよう説
得する」（73.5％）であった。 
 
(4)絵本について検討を重ねた結果、「施設の
食事で嫌いなものが出た」という具体的な場
面を題材とする絵本『たっくんとぐりんぴー
す』に加えて、「嘘をついてしまった」とい
う抽象度の高い別な題材を用いた絵本『たっ
くん うそついちゃった』を作成することに
した。施設職員に意見聴取したところ、２冊
ともこれを用いることで「子どもの権利」に
関わって子どもと話をすることができると
いう回答を得た。 
 
(5)絵本の教材としての有効性および指導
法・評価法の可能性について検討するために、
児童養護施設入所児（年長幼児〜小学校６年
生）に対し１対１のインタヴューを行い、施



設生活に関する感想を聴取する一方、２冊の
絵本の読み聞かせを行い、絵本理解の仕方に
ついて明らかにした。施設生活については
「とても楽しい」（55.6％）「まあまあ楽しい」
（31.9％）であった。実際に「嘘をついたと
き先生はどうするか」尋ねたところ、絵本の
読み聞かせ前後で回答に変化が見られた者
は約５割であった。これに対し「嫌いな食べ
物が出てきたときどうするか」尋ねたところ、
絵本の読み聞かせ前後で回答に変化が見ら
れた者は約４分の１であった。 
 
(6)これらの結果を施設職員に示しながら、イ
ンタヴュー調査を実施したところ、読み聞か
せを通じてコミュニケーションができる今
回の絵本は、「子どもの権利」教材として有
効であるという回答（94％）を得た。 
 
(7)２冊の絵本については、製本し県内施設に
配布した。これが子どもにどのように認めら
れていくか、職員による読み聞かせとしてど
のように活用されるか明らかにすることは、
今後の課題である。また、字句上の知識の注
入ではなく、日常場面を題材とした絵本を用
いて読み聞かせし、読後のコミュニケーショ
ンを通じて権利の相互理解を深めるという
方法が、子どもの権利意識の発達においてど
のような意義を有するのか明らかにするこ
とも今後の課題である。 
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